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最終改正 令和４年９月１日 

 

尼崎市障害福祉サービス等支給決定基準 

 

 

１ 支給決定基準の考え方 

本支給決定基準（いわゆる「支給決定ガイドライン」）は、国の事務連絡「介護

給付費等に係る支給決定事務等について」（以下、「事務処理要領」という。）に基

づき作成する。 

 

⑴ 支給決定の性質 

障害福祉サービスの支給決定は、利用者や障害児の保護者から申請された種

類のサービスの利用について公費で助成することの要否を判断する。 

そのため、障害福祉サービスは、特定の事業者や施設のサービス提供を受け

るものでなく、利用者や障害児の保護者の意向により、サービス提供を受ける

事業者や施設を決定し、受給するものである。 

 

 

 

「事務処理要領」（抄） 

第２ 支給決定及び地域相談支援給付決定事務 

Ⅰ 支給決定及び地域相談支援給付決定の概要 

１ 支給決定及び地域相談支援給付決定の性質  

支給決定及び地域相談支援給付決定は、障害者又は障害児の保護者から申

請された種類の障害福祉サービス又は地域相談支援の利用について公費（介

護給付費等及び地域相談支援給付費等）で助成することの要否を判断するも

のであり、特定の事業者又は施設からサービス提供を受けるべき旨を決定す

るものではない。 
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⑵ 支給決定の要否 

障害福祉サービスの支給は、障害支援区分等の利用者の心身の状況、介護を

行う者やその他のサービス利用等の利用者の支援が必要な状況、サービス等利

用計画案等の利用者の利用意向等により、要否を決定する。 

そのため、利用者の利用意向のみではなく、利用者の心身の状況を勘案し、支

給の要否を決定することとする。 

また、ガイドライン検討部会等で「家族等の介護者が健康であったとしても、

障害のある人が単身で地域生活を営めるように、すべての利用者に単身者と同

様の障害福祉サービス支給をすべきである。」という意見も出たが、事務処理要

領に基づき、利用者の支援が必要な状況について、基本的に利用者の立場から

介護を行う者やその他のサービス利用等により日常生活や社会生活を送ること

が可能であれば、その状況を勘案し、支給の要否を決定することとする。 

 

 

「事務処理要領」（抄） 

第２ 支給決定及び地域相談支援給付決定事務 

Ⅶ 支給決定及び地域相談支援給付決定  

市町村は、支給申請が行われたときは、当該申請を行った障害者等の障害支援

区分又は障害の種類及び程度、当該障害者等の介護を行う者の状況、当該障害者

又は障害児の保護者の介護給付費等の受給の状況、サービス等利用計画案その他

の厚生労働省令で定める事項を勘案して、支給の要否を決定する。また、支給決

定又は地域相談支援給付決定を行う場合には、支給決定又は地域相談支援給付決

定の有効期間及び障害福祉サービス又は地域相談支援の種類ごとに月を単位と

して厚生労働省令で定める期間において介護給付費等を支給する障害福祉サー

ビスの量（以下「支給量」という。）又は地域相談支援給付費等を支給する地域相

談支援の量（以下「地域相談支援給付量」という。）を定める。 
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⑶ 支給決定基準の作成根拠および位置付け 

事務処理要領では、「市町村は、勘案事項を踏まえつつ、介護給付費等の支給

決定を公平かつ適正に行うため、あらかじめ支給の要否や支給量の決定につい

ての支給決定基準を定めておくことが適当である。」と規定している。 

そのため、本市の支給決定基準は、支給決定の要否と同様に勘案事項を踏ま

えつつ、⑵の支給決定の要否に基づき、支給決定基準を作成することとする。 

また、この基準は、支給申請に対する決定処分を行う際の基準に位置付けら

れる。 

そのため、都道府県は、支給決定障害者等から市町村が行った支給決定に関

する審査請求を受けた場合、基本的にこの基準に照らして審査を行うこととな

る。 

 

 

「事務処理要領」（抄） 

第２ 支給決定及び地域相談支援給付決定事務 

Ⅶ 支給決定及び地域相談支援給付決定 

３ 支給決定基準等の作成 

⑴ 介護給付費等 

市町村は、勘案事項を踏まえつつ、介護給付費等の支給決定を公平かつ適正に

行うためには、あらかじめ支給の要否や支給量の決定についての支給決定基準を

定めておくことが適当である。 

その際、国庫負担基準は、あくまで国が市町村の給付費の支弁額に対して国庫

負担する際の一人当たりの基準額であり、当該基準額が個々の利用者に対する支

給量の上限となるものではないことに留意すること。  

ア 支給決定基準の定め方 

支給決定基準は、障害支援区分のほか、介護を行う者の状況（介護者の有無

やその程度）、日中活動の状況、他のサービスの利用状況（介護保険サービス

の利用の有無等）等の勘案事項を基礎に設定することが想定される。 

（以下、略） 

イ 支給決定基準の位置付け 

支給決定基準を定める形式（規則、要綱、要領等）は、市町村が適当と判断

するところによるが、定められた基準は、形式の如何にかかわらず行政手続法

第５条に規定する審査基準（支給申請に対する決定処分を行う際の基準）に位

置付けられる。 

また、都道府県が支給決定障害者等から市町村が行った支給決定に関する審

査請求を受けた場合は、都道府県は、基本的には、当該市町村の支給決定基準

に照らして審査を行うこととなる（都道府県の不服審査基準になる。）。 
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２ 支給決定の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用申請 

障害の多様な特性その他心身の状態に関する80項目のアセスメント調査 

障害支援区分の一次判定 

障害支援区分の二次判定（審査

会） 

医師意見書の提出 

障害支援区分の認定 

勘案事項の整理 

（サービスの利用意向、

介護者、日中活動等） 

居住状況、等） 

サービス等利用 

計画案の提出 

非定型の意見聴取（非定型審査

会） 

サービス等利用 

計画の作成 

支給決定 

サービス利用 

非定型の場合 

申請受付 

（利用者） （尼崎市） 

※サービス等利用計画案の再調整 

※サービス等利用計画案の再調整は、

必要に応じて実施 

給付担当者会議 
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３ 支給決定の考え方 

利用者の利用意向等を踏まえたサービス等利用計画案における月のサービス支

給量が支給決定基準から算定した支給量を超える場合（いわゆる「非定型」）にお

いては、尼崎市障害者介護給付費等の支給に関する審査会（以下、「審査会」とい

う。）の意見を聴取し非定型の支給決定を行う。 

⑴ 審査会の概要 

ア 設置の趣旨 

審査会は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（以下、「総合支援法」という。）に基づき、「障害支援区分認定基準に照らし

ての審査及び判定」と「市が支給要否決定を行うに当たる意見」を行う機関で

ある。 

イ 総合支援法の規定 

① 市町村に、障害支援区分の審査判定業務を行う、及び市町村の支給要否

決定を行うに当たり意見を聴くため、審査会を置く。（総合支援法第 15条） 

② 審査会の委員の定数は、条例で定めることとなっており、委員は、障害者

等の保健又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから市町村長が任命

する。（総合支援法第 16条第１項及び第２項） 

③ 審査会は、障害支援区分に関する審査判定を行う。（総合支援法第 21 条

第１項） 

④ 審査会は、市町村の支給要否決定に当たり意見を述べる。（総合支援法第

22条第２項） 

ウ 支給要否決定に当たり意見を述べる審査会 

支給決定基準を超えて支給量を決定する場合は、総合支援法第 22条第２項

に規定する支給要否決定に当たり意見を述べる審査会（以下、「非定型審査会

という。」）を開催し、支給決定を行う。 

 

⑵ サービス等利用計画案の作成 

利用者が障害支援区分の認定を受けた後、支給決定基準により、また利用者

の心身の状況、その置かれている環境、サービスの利用に関する意向その他の

事情等を勘案し、適切なサービスが受給できるよう指定特定相談支援事業所等

がサービス等利用計画案を作成する。この時、介護給付の受給を希望する場合

は、支給決定基準の範囲内を基本として、必要に応じて関係機関との意見交換

や会議等を行い、サービス等利用計画案を作成する。 

  

⑶ 支給量の算出 

利用者の希望に基づき作成されたサービス等利用計画案を含め、勘案事項を

整理し、適正な支給量を算出する。 

 

⑷ 算出支給量が支給決定基準を超えない場合の支給決定 

勘案事項から算出した支給量が支給決定基準を超えないことが確認できた場

合は、非定型審査会の意見を聴取せずに支給決定を行う。 



- 6 - 

 

 

⑸ 算出支給量が支給決定基準を超えた場合の支給決定 

ア 勘案事項から算出した支給量が支給決定基準を超えることが確認できた場

合は、下記の資料を添えて非定型審査会の意見を聴取し、支給決定を行う。 

① 二次判定結果 

② 医師意見書 

③ 勘案事項整理表 

④ サービス等利用計画案 

⑤ その他審査に必要と認めるもの 

 

イ 算出支給量が支給決定基準を超える場合か、すでに支給決定基準を超えた

支給となっている場合において、決定を受けている支給量が直近の非定型審

査会までに不足することが明らかで、次の要件のいずれも満たす時は、非定

型審査会の意見を聴取することなく支給量を決定し、直近の非定型審査会に

報告するとともに意見を聴取する。 

① 切迫性 

利用者、介護者の疾病による体調の変化や就労による環境の変化等の要

因により、支給決定における勘案事項の整理時と変化が生じ、支給量を変更

しなければ利用者が日常生活に支障をきたすことが明らかな場合 

② 非代替性 

現に利用しているサービス以外の障害福祉サービスやその他の方法によ

る支援を検討した上で、それでもなおサービス支給量の増加以外に代替す

る支援方法がない場合 

 

ウ イの取扱いをするのにあたっては、利用者や障害児の保護者の意向やその

状況等を調査し、サービス等利用計画案の提出を求め、給付担当者会議を経

た上で判断し、支給決定を行う。 

また、イの取扱い以外に、サービス等利用計画案の提出後、１ヶ月以内に非

定型審査会の開催ができない場合も給付担当者会議を経た上で判断し、支給

決定を行うが、直近の非定型審査会に報告するとともに意見を聴取する。 
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４ 障害福祉サービスの種類・内容・対象者（「事務処理要領」（抄）） 

⑴から⑼までが介護給付、⑽から⒅までが訓練等給付、⒆及び⒇が地域相談支

援給付の対象サービス 

⑴ 居宅介護 

サービスの内容（総合支援法第５条第２項） 

障害者等につき、居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、

洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活

全般にわたる援助を行う。 

対象者 

障害支援区分が区分１以上（障害児にあってはこれに相当する支援の度

合）である者 

ただし、通院等介助（身体介護を伴う場合）を算定する場合にあっては、

下記のいずれにも該当する者 

① 区分２以上に該当していること。 

② 障害支援区分の認定調査項目のうち、それぞれ(ｱ)から(ｵ)までに掲

げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること。 

(ｱ) 「歩行」 「全面的な支援が必要」 

(ｲ) 「移乗」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は 

「全面的な支援が必要」 

(ｳ) 「移動」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は

「全面的な支援が必要」 

(ｴ) 「排尿」 「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」 

(ｵ) 「排便」 「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」 

 

⑵ 重度訪問介護 

サービスの内容（総合支援法第５条第３項） 

重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動

上著しい困難を有する障害者であって、常時介護を要するものにつき、居

宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事

並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並び

に外出時における移動中の介護を総合的に行うとともに、病院、診療所、

助産所、介護老人保健施設又は介護医療院に入院又は入所している障害者

に対して、意思疎通の支援その他の必要な支援を行う。 

対象者 

障害支援区分が区分４以上（病院、診療所、介護老人保健施設、介護医

療院又は助産所に入院又は入所中の障害者がコミュニケーション支援等

のために利用する場合は区分６以上）であって、次の①又は②のいずれか

に該当する者 

① 次の(ｱ)及び(ｲ)のいずれにも該当していること 

(ｱ) 二肢以上に麻痺等があること。 
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(ｲ) 障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」 

のいずれも「支援が不要」以外と認定されていること。 

② 障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等（12項目）の合

計点数が10点以上である者 

ただし、現行の日常生活支援の利用者のサービス水準の激変緩和を図る

観点から、以下の経過措置を設ける。 

平成18年９月末日現在において日常生活支援の支給決定を受けている

者であって、上記の対象者要件に該当しない者のうち、 

① 障害支援区分が区分３以上で、 

② 日常生活支援及び外出介護の月の支給決定時間の合計が125時間を

超える者 

については、当該者の障害支援区分の有効期間に限り、重度訪問介護の対

象とする。 

なお、重度訪問介護サービス費の加算対象者については、それぞれ下記

の要件を満たす者とする。 

① 100分の8.5 区分６に該当する者 

② 100分の15  (ｱ)及び(ｲ)のいずれにも該当する者であって、重度障害

者等包括支援の対象となる者 

 

⑶ 同行援護 

サービスの内容（総合支援法第５条第４項） 

視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時に

おいて、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、

移動の援護その他の当該障害者等が外出する際の必要な援助を行う。 

対象者 

 同行援護アセスメント調査票による、調査項目中「視力障害」、「視野障

害」及び「夜盲」のいずれかが１点以上であり、かつ、「移動障害」の点数

が１点以上の者 

※ 障害支援区分の認定を必要としないものとする。 

なお、同行援護サービス費の加算対象者については、それぞれ下記の要

件を満たす者とする。 

① 100分の20 区分３に該当する者（障害児にあってはこれに相当する

支援の度合） 

② 100分の40 区分４以上に該当する者（障害児にあってはこれに相当

する支援の度合） 

③ 100分の25 盲ろう者（対象者であり、聴覚障害６級に相当する者。

なお、盲ろう者向け通訳・介助員が支援した場合のみ算定

できる。） 

※ ①及び③又は、②及び③の要件を満たす者は、それぞれの加算を算

定できる。 
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⑷ 行動援護 

サービスの内容（総合支援法第５条第５項） 

知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であ

って常時介護を要するものにつき、当該障害者等が行動する際に生じ得る

危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ

及び食事等の介護その他の当該障害者等が行動する際の必要な援助を行

う。 

対象者 

障害支援区分が区分３以上であって、障害支援区分の認定調査項目のう

ち行動関連項目等（12項目）の合計点数が10点以上（障害児にあってはこ

れに相当する支援の度合）である者 

 

⑸ 療養介護 

サービスの内容（総合支援法第５条第６項） 

病院において機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における

介護、日常生活上の世話その他必要な医療を要する障害者であって常時介

護を要するものにつき、主として昼間において、病院において行われる機

能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活

上の世話を行う。また、療養介護のうち医療に係るものを療養介護医療と

して提供する。 

対象者 

病院等への長期の入院による医療的ケアに加え、常時の介護を必要とす

る障害者として次に掲げる者 

① 障害支援区分６に該当し、気管切開に伴う人工呼吸器による呼吸管

理を行っている者 

② 障害支援区分５以上に該当し、次の（ｱ）から（ｴ）のいずれかに該

当する者であること。 

(ｱ) 重症心身障害者又は進行性筋萎縮症患者 

(ｲ) 医療的ケアの判定スコア16 点以上の者 

(ｳ) 障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等（１２項目）

の合計点数が10点以上である者であって、医療的ケアスコアが８点

以上の者 

(ｴ) 遷延性意識障害者であって、医療的ケアの判定スコアが８点以上

の者 

③ ①及び②に準ずる者として、機能訓練、療養上の管理、看護及び医

学的管理の下における介護その他必要な医療並びに日常生活上の世

話を要する障害者であって、常時介護を要するものであると市町村が

認めた者 

④ 旧重症心身障害児施設（平成 24 年４月の改正前の児童福祉法（以
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下「旧児童福祉法」）という。）第 43 条の４に規定する重症心身障害

児施設をいう。）に入所した者又は指定医療機関（旧児童福祉法第７条

第６項に規定する指定医療機関をいう。）に入院した者であって、平成 

24 年４月１日以降指定療養介護事業所を利用する①及び②以外の者 

 

⑹ 生活介護 

サービスの内容（総合支援法第５条第７項） 

障害者支援施設その他の以下に掲げる便宜を適切に供与することがで

きる施設において、入浴、排せつ及び食事等の介護、創作的活動又は生産

活動の機会の提供その他必要な援助を要する障害者であって、常時介護を

要するものにつき、主として昼間において、入浴、排せつ及び食事等の介

護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その

他の必要な日常生活上の支援、創作的活動又は生産活動の機会の提供その

他の身体機能又は生活能力の向上のために必要な援助を行う。 

対象者 

地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援

が必要な者として次に掲げる者 

① 障害支援区分が区分３（障害者支援施設に入所する場合は区分４）

以上である者 

② 年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が区分２（障害者支援施設

に入所する場合は区分３）以上である者 

③ 障害者支援施設に入所する者であって障害支援区分４（50歳以上の

場合は障害支援区分３）より低い者のうち、指定特定相談支援事業者

によるサービス等利用計画案の作成の手続を経た上で、市町村が利用

の組合せの必要性を認めた者 

※ ③の者のうち以下の者（以下、「新規の入所希望者以外の者」と

いう。）については、原則、平成24年４月以降の支給決定の更新時

にサービス等利用計画案の作成を求めた上で、引き続き、生活介

護の利用を認めて差し支えない。 

・ 法の施行時の身体・知的の旧法施設（通所施設も含む）の利

用者（特定旧法受給者） 

・ 法の施行後に旧法施設に入所し、継続して入所している者 

・ 平成24年４月の児童福祉法改正の施行の際に障害児施設（指

定医療機関を含む）に入所している者 
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⑺ 短期入所 

サービスの内容（総合支援法第５条第８項） 

居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援

施設、児童福祉施設その他の以下に掲げる便宜を適切に行うことができる

施設への短期間の入所を必要とする障害者等につき、当該施設に短期間の

入所をさせ、入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な支援を行う。 

対象者 

① 障害支援区分が区分１以上である障害者 

② 障害児に必要とされる支援の度合に応じて厚生労働大臣が定める

区分における区分１以上に該当する障害児 

 

⑻ 重度障害者等包括支援 

サービスの内容（総合支援法第５条第９項） 

常時介護を要する障害者等であって、意思疎通を図ることに著しい支障

があるもののうち、四肢の麻痺及び寝たきりの状態にあるもの並びに知的

障害又は精神障害により行動上著しい困難を有するものにつき、居宅介

護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、自立訓練、

就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生活

援助を包括的に提供する。 

対象者 

障害支援区分が区分６（障害児にあっては区分６に相当する支援の度

合）に該当する者のうち、意思疎通に著しい困難を有する者であって、以

下のいずれかに該当する者 

 

類型 状態像 

重度訪問介護の対象

であって、四肢すべ

てに麻痺等があり、

寝たきり状態にある

障害者のうち、右の

いずれかに該当する

者 

人工呼吸器による呼吸管理

を行っている身体障害者 

 

【Ⅰ類型】 

・筋ジストロフィー 

・脊椎損傷 

・ＡＬＳ 

・遷延性意識障害 等 

最重度知的障害者 

 

【Ⅱ類型】 

・重症心身障害者 等 

障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目

等（12項目）の合計点数が10点以上である者 

【Ⅲ類型】 

・強度行動障害 等 
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【Ⅰ類型】 

① 障害支援区分６の「重度訪問介護」対象者であって 

② 医師意見書の「２．身体の状態に関する意見」中の「(3)麻痺」における「左上肢 右上肢 左下肢 右

下肢」において、いずれも「ある」に認定（軽、中、重のいずれかにチェックされていること） 

なお、医師意見書の「２．身体の状態に関する意見」中の「(2)四肢欠損」、「(4)筋力の低下」、「(5)関

節の拘縮」は「麻痺」に準ずる取扱いとする。 

③ 認定調査項目「１群 起居動作 寝返り」のうち、「寝返り」、「起き上がり」又は「座位保持」において

「全面的な支援が必要」と認定 

④ 認定調査項目「10群 特別な医療 レスピレーター」において「ある」と認定 

⑤ 認定調査項目「６群 認知機能 コミュニケーション」において「日常生活に支障がない」以外に認定 

 
【Ⅱ類型】 

① 概況調査において知的障害の程度が「最重度」と確認 

② 障害支援区分６の「重度訪問介護」対象者であって 

③ 医師意見書の「２．身体の状態に関する意見」中の「(3)麻痺」における「左上肢 右上肢 左下肢 右

下肢」において、いずれも「ある」に認定（軽、中、重のいずれかにチェックされていること） 

なお、医師意見書の「２．身体の状態に関する意見」中の「(2)四肢欠損」、「(4)筋力の低下」、「(5)関

節の拘縮」は「麻痺」に準ずる取扱いとする。 

④ 認定調査項目「１群 起居動作 寝返り」のうち、「寝返り」、「起き上がり」又は「座位保持」において

「全面的な支援が必要」と認定 

⑤ 認定調査項目「６群 認知機能 コミュニケーション」において「日常生活に支障がない」以外に認定 

 
【Ⅲ類型】 

① 障害支援区分６の「行動援護」対象者であって 

② 認定調査項目「６群 認知機能 コミュニケーション」において「日常生活に支障がない」以外に認定 

③ 障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等（12項目）の合計点数が10点以上（障害児にあっ

てはこれに相当する支援の度合）である者 
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⑼ 施設入所支援 

サービスの内容（総合支援法第５条第10項） 

その施設に入所する障害者につき、主として夜間において、入浴、排せ

つ及び食事等の介護、生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生

活上の支援を行う。 

対象者 

① 生活介護を受けている者であって障害支援区分が区分４（50歳以上

の者にあっては区分３）以上である者 

② 自立訓練又は就労移行支援（以下この②において「訓練等」という。）

を受けている者であって、入所させながら訓練等を実施することが必

要かつ効果的であると認められるもの又は地域における障害福祉サ

ービスの提供体制の状況その他やむを得ない事情により、通所によっ

て訓練等を受けることが困難なもの 

③ 生活介護を受けている者であって障害支援区分４（50歳以上の場合

は障害支援区分３）より低い者のうち、指定特定相談支援事業者によ

るサービス等利用計画案の作成の手続を経た上で、市町村が利用の組

合せの必要性を認めた者 

④ 就労継続支援Ｂ型を受けている者のうち、指定特定相談支援事業者

によるサービス等利用計画案の作成の手続を経た上で、市町村が利用

の組合せの必要性を認めた者 

※ ③又は④の者のうち「新規の入所希望者以外の者」については、

原則、平成24年４月以降の支給決定の更新時にサービス等利用計画

案の作成を求めた上で、引き続き、施設入所支援の利用を認めて差

し支えない。 

・ 法の施行時の身体・知的の旧法施設（通所施設も含む）の利用

者（特定旧法受給者） 

・ 法の施行後に旧法施設に入所し、継続して入所している者 

・ 平成24年４月の児童福祉法改正の施行の際に障害児施設（指定

医療機関を含む）に入所している者 

※ 障害者支援施設及びのぞみの園が行う施設障害福祉サービス（法

第５条第１項に規定する施設障害福祉サービスをいう。以下同じ。）

は、施設入所支援のほか、生活介護、自立訓練、就労移行支援及び

就労継続支援Ｂ型とする。 
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⑽ 自立訓練（機能訓練） 

サービスの内容（総合支援法第５条第12項） 

障害者につき、障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所に通わ

せ、当該障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所において、又は

当該障害者の居宅を訪問して行う理学療法、作業療法その他必要なリハビ

リテーション、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行う。 

対象者 

地域生活を営む上で、身体機能・生活能力の維持・向上等のため、一定

の支援が必要な障害者。具体的には次のような例が挙げられる。 

① 入所施設・病院を退所・退院した者であって、地域生活への移行等

を図る上で、身体的リハビリテーションの継続や身体機能の維持・回

復などの支援が必要な者 

② 特別支援学校を卒業した者であって、地域生活を営む上で、身体機

能の維持・回復などの支援が必要な者 等 

 

⑾ 自立訓練（生活訓練） 

サービスの内容（総合支援法第５条第12項） 

障害者につき、障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所に通わ

せ、当該障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所において、又は

当該障害者の居宅を訪問して行う入浴、排せつ及び食事等に関する自立し

た日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言その他

の必要な支援を行う。 

対象者 

地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必

要な障害者。具体的には次のような例が挙げられる。 

① 入所施設・病院を退所・退院した者であって、地域生活への移行を

図る上で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な者 

② 特別支援学校を卒業した者、継続した通院により症状が安定してい

る者等であって、地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上などの

支援が必要な者 等 
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⑿ 宿泊型自立訓練 

サービスの内容（総合支援法第５条第12項） 

障害者につき、居室その他の設備を利用させるとともに、家事等の日常

生活能力を向上させるための支援、生活等に関する相談及び助言その他の

必要な支援を行う。 

対象者 

上記⑾の｢対象者｣に掲げる者のうち、日中、一般就労や障害福祉サービ

スを利用している者等であって、地域移行に向けて一定期間、居住の場を

提供して帰宅後における生活能力等の維持・向上のための訓練その他の

支援が必要な障害者。 

 

⒀ 就労移行支援 

サービスの内容（総合支援法第５条第13項） 

就労を希望する65歳未満の障害者又は65歳以上の障害者（65歳に達する

前５年間（入院その他やむを得ない事由により障害福祉サービスに係る支

給決定を受けていなかった期間を除く。）引き続き障害福祉サービスに係

る支給決定を受けていたものであって、65歳に達する前日において就労移

行支援に係る支給決定を受けていた障害者に限る。）であって、通常の事業

所に雇用されることが可能と見込まれるものにつき、生産活動、職場体験

その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上の

ために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、

就職後における職場への定着のために必要な相談その他の必要な支援を

行う。 

対象者 

① 就労を希望する者であって、単独で就労することが困難であるた

め、就労に必要な知識及び技術の習得若しくは就労先の紹介その他の

支援が必要な65歳未満の者又は65歳以上の者 

② あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を取得

することにより、65歳以上の者を含む就労を希望する者 

※ ただし、65歳以上の者は、65歳に達する前５年間（入院その他やむ

を得ない事由により障害福祉サービスに係る支給決定を受けていな

かった期間を除く。）引き続き障害福祉サービスに係る支給決定を受

けていたものであって、65歳に達する前日において就労移行支援に係

る支給決定を受けていた者に限る。 
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⒁ 就労継続支援Ａ型 

サービスの内容（総合支援法第５条第14項） 

通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち適切な支援によ

り雇用契約等に基づき就労する者につき、生産活動その他の活動の機会の

提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その

他の必要な支援を行う。 

対象者 

企業等に就労することが困難な者であって、雇用契約に基づき、継続的

に就労することが可能な65歳未満の者又は65歳以上の者（65歳に達する前

５年間（入院その他やむを得ない事由により障害福祉サービスに係る支給

決定を受けていなかった期間を除く。）引き続き障害福祉サービスに係る

支給決定を受けていたものであって、65歳に達する前日において就労継続

支援Ａ型に係る支給決定を受けていた者に限る。）。具体的には次のような

例が挙げられる。  

① 就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった

者 

② 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結び

つかなかった者 

③ 企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係がない者 

特例 

① 特例の考え方 

法においては、障害者の一般就労を進める観点から、就労継続支援

Ａ型事業を創設し、福祉における雇用の場の拡大を目指しているとこ

ろである。一方、障害者によっては直ちに雇用契約を結ぶことは難し

いが、将来的には雇用関係へ移行することが期待できる者も多いこと

から、就労継続支援事業Ａ型においては、②の要件により雇用によら

ない者の利用を可能とし、雇用関係への移行を進める。 

② 要件 

(ｱ) 雇用契約を締結する利用者に係る利用定員の数が10人以上である

こと。 

(イ) 雇用契約を締結しない利用者に係る利用定員の数が、利用定員の

半数及び９人を超えることができないこと。 

(ウ) 雇用契約を締結する利用者と雇用契約を締結しない利用者の作業

場所、及び作業内容を明確に区分すること（別棟であることや、施

設の別の場所で別の作業を実施していること、勤務表、シフト表は

別々に管理すること、誰が見ても明確に区分されている状態である

こと）。 
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⒂ 就労継続支援Ｂ型 

サービスの内容（総合支援法第５条第14項） 

通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち通常の事業所に

雇用されていた障害者であってその年齢、心身の状態その他の事情により

引き続き当該事業所に雇用されることが困難となった者、就労移行支援に

よっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった者その他の通常の事

業所に雇用されることが困難な者につき、生産活動その他の活動の機会の

提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その

他の必要な支援を行う。 

対象者 

就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者

や、一定年齢に達している者などであって、就労の機会等を通じ、生産活

動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される者。具体的には次のよ

うな者が挙げられる。 

① 就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用され

ることが困難となった者  

② 50歳に達している者又は障害基礎年金１級受給者  

③ ①及び②のいずれにも該当しない者であって、就労移行支援事業者

等によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われて

いる本事業の利用希望者  

④ 障害者支援施設に入所する者については、指定特定相談支援事業者

によるサービス等利用計画案の作成の手続を経た上で、市町村が利用

の組合せの必要性を認めた者。  

  ※ ④の者のうち「新規の入所希望者以外の者」については、原則、

平成24年４月以降の支給決定の更新時にサービス等利用計画案の

作成を求めた上で、引き続き、就労継続支援Ｂ型の利用を認めて差

し支えない。  

  ・ 法の施行時の身体・知的の旧法施設（通所施設も含む）の利用者

（特定旧法受給者）  

・ 法の施行後に旧法施設に入所し、継続して入所している者 

 

⒃ 就労定着支援 

サービスの内容（総合支援法第５条第15項） 

生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援（以下「就労移行

支援等」という。）を利用して、通常の事業所に新たに雇用された障害者の

就労の継続を図るため、企業、障害福祉サービス事業者、医療機関等との

連絡調整を行うとともに、雇用に伴い生じる日常生活又は社会生活を営む

上での各般の問題に関する相談、指導及び助言等の必要な支援を行う。 

対象者 

就労移行支援等を利用した後、通常の事業所に新たに雇用された障害者
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であって、就労を継続している期間が６月を経過した障害者（病気や障害

により通常の事業所を休職し、就労移行支援等を利用した後、復職した障

害者であって、就労を継続している期間が６月を経過した障害者も含む。） 

 

⒄ 自立生活援助 

サービスの内容（総合支援法第５条第16項） 

居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題につき、定期的

な巡回又は随時通報を受けて行う訪問、相談対応等により、障害者の状況

を把握し、必要な情報の提供及び助言並びに相談、関係機関との連絡調整

等の自立した日常生活を営むための環境整備に必要な援助を行う。 

対象者 

障害者支援施設若しくは共同生活援助を行う住居等を利用していた障

害者又は居宅において単身であるため若しくはその家族と同居している

場合であっても、当該家族等が障害や疾病等のため居宅における自立した

日常生活を営む上での各般の問題に対する支援が見込めない状況にある

障害者であって、上記の｢サービスの内容｣の支援を要する者。具体的には

次のような例が挙げられる。 

① 障害者支援施設、のぞみの園、指定宿泊型自立訓練を行う自立訓練

（生活訓練）事業所、児童福祉施設又は療養介護を行う病院に入所し

ていた障害者 

※ 児童福祉施設に入所していた18歳以上の者、障害者支援施設等

に入所していた15歳以上の障害者みなしの者も対象。 

② 共同生活援助を行う住居又は福祉ホームに入居していた障害者 

③ 精神科病院に入院していた精神障害者 

④ 救護施設又は更生施設に入所していた障害者 

⑤ 刑事施設（刑務所、少年刑務所、拘置所）、少年院に収容されていた

障害者 

⑥ 更生保護施設に入所していた障害者又は自立更生促進センター、就

業支援センター若しくは自立準備ホームに宿泊していた障害者 

⑦ 現に地域において一人暮らしをしている障害者又は同居する家族

が障害、疾病等により当該家族による支援が見込めないため実質的に

一人暮らしと同等の状況にある障害者であって、当該障害者を取り巻

く人間関係、生活環境又は心身の状態等の変化により、自立した地域

生活を継続することが困難と認められる者 
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⒅ 共同生活援助 

サービスの内容（総合支援法第５条第17項） 

障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居におい

て相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を行う。 

対象者 

障害者（身体障害者にあっては、65歳未満の者又は65歳に達する日の前

日までに障害福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことが

ある者に限る。） 

なお、身体障害者が共同生活援助を利用するに当たっては、 

① 在宅の障害者が、本人の意に反して共同生活援助の利用を勧められ

ることのないよう、徹底を図ること 

② 共同生活援助の利用対象者とする身体障害者の範囲については、施

設からの地域移行の推進などの趣旨を踏まえ、65歳に達した以降に身

体障害者となった者については新規利用の対象としないこと 

に留意されたい。 

 

⒆ 地域移行支援 

サービスの内容（総合支援法第５条第20項） 

障害者支援施設等に入所している障害者又は精神科病院に入院してい

る精神障害者その他の地域における生活に移行するために重点的な支援

を必要とする者につき、住居の確保その他の地域における生活に移行する

ための活動に関する相談その他の必要な支援を行う。 

対象者 

以下の者のうち、地域生活への移行のための支援が必要と認められる者 

① 障害者支援施設、のぞみの園、児童福祉施設又は療養介護を行う病

院に入所している障害者  

※ 児童福祉施設に入所する18歳以上の者、障害者支援施設等に入

所する15歳以上の障害者みなしの者も対象。  

② 精神科病院に入院している精神障害者  

※ 地域移行支援の対象となる精神科病院には、医療観察法第２条

第４項の指定医療機関も含まれており、医療観察法の対象となる

者に係る支援に当たっては保護観察所と連携すること。  

③ 救護施設又は更生施設に入所している障害者   

④ 刑事施設（刑務所、少年刑務所、拘置所）、少年院に収容されている 

障害者  

   ※ 保護観察所、地域生活定着支援センターが行う支援との重複を

避け、役割分担を明確にする観点等から、特別調整の対象となっ

た障害者（「高齢又は障害により特に自立が困難な矯正施設収容中

の者の社会復帰に向けた保護、生活環境の調整等について（通達）」

（平成21年４月17日法務省保観第244号。法務省矯正局長、保護局
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長連名通知。）に基づき、特別調整対象者に選定された障害者をい

う。）のうち、矯正施設から退所するまでの間に障害福祉サービス

の体験利用や体験宿泊など矯正施設在所中に当該施設外で行う支

援の提供が可能であると見込まれるなど指定一般相談支援事業者

による効果的な支援が期待される障害者を対象とする。  

⑤ 更生保護施設に入所している障害者又は自立更生促進センター、就

業支援センター若しくは自立準備ホームに宿泊している障害者 

 

⒇ 地域定着支援 

サービスの内容（総合支援法第５条第21項） 

居宅において単身等で生活する障害者につき、常時の連絡体制を確保

し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に相談その他必要な支援を

行う。 

対象者 

① 居宅において単身であるため緊急時の支援が見込めない状況にある

者  

② 居宅において家族と同居している障害者であっても、当該家族等が

障害、疾病等のため、障害者に対し、当該家族等による緊急時の支援

が見込めない状況にある者  

なお、障害者支援施設等や精神科病院から退所・退院した者の他、家族

との同居から一人暮らしに移行した者や地域生活が不安定な者等も含む。  

※ 共同生活援助、宿泊型自立訓練の入居者に係る常時の連絡体制の整

備、緊急時の支援等については、通常、当該事業所の世話人等が対応

することとなるため、対象外。 

※ 上記①又は②の者のうち医療観察法の対象となる者に係る支援に

当たっては保護観察所と連携すること。 
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５ 障害児通所支援の種類・内容・対象者（「障害児通所給付費に係る通所給付決定

事務等について」（抄）） 

⑴ 児童発達支援 

支援の内容（児童福祉法第６条の２の２第２項） 

日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への

適応訓練その他必要な支援を行う。 

対象者 

療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる

主に未就学の障害児。 

具体的には次のような例が考えられる。 

① 市町村等が行う乳幼児健診等で療育の必要性があると認められた

児童 

② 保育所や幼稚園に在籍しているが、併せて、指定児童発達支援事業

所において、専門的な療育・訓練を受ける必要があると認められた児

童 

 

⑵ 医療型児童発達支援 

支援の内容（児童福祉法第６条の２の２第３項） 

児童発達支援及び治療を行う。 

対象者 

肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支援が

必要であると認められた障害児 

 

⑶ 放課後等デイサービス 

支援の内容（児童福祉法第６条の２の２第４項） 

生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な

支援を行う。 

対象者 

学校教育法第１条に規定している学校（幼稚園及び大学を除く。）に就学

しており、授業の終了後又は休業日に支援が必要と認められた障害児 

 

⑷ 居宅訪問型児童発達支援 

支援の内容（児童福祉法第６条の２の２第５項） 

居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、

集団生活への適応訓練その他必要な支援を行う。 

対象者 

重度の障害の状態その他これに準ずるものとして厚生労働省令で定め

る状態にあり、児童発達支援、医療型児童発達支援又は放課後等デイサ

ービスを受けるために外出することが著しく困難であると認められた障

害児 
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※ なお、重度の障害の状態その他これに準ずるものとして厚生労働省

令で定める状態とは、次に掲げる状態とする（児童福祉法施行規則第

１条の２の３）。 

① 人工呼吸器を装着している状態その他の日常生活を営むために医療

を要する状態にある場合 

② 重い疾病のため感染症にかかるおそれがある状態にある場合 

 

⑸ 保育所等訪問支援 

支援の内容（児童福祉法第６条の２の２第６項） 

障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他

必要な支援を行う。 

対象者 

保育所その他の児童が集団生活を営む施設として厚生労働省令で定め

るものに通う障害児又は乳児院その他の児童が集団生活を営む施設とし

て厚生労働省令で定めるものに入所する障害児であって、当該施設におい

て、専門的な支援が必要と認められた障害児  

※ なお、厚生労働省令で定める施設とは、保育所、幼稚園、小学校（義

務教育学校の前期課程を含む。）、特別支援学校、認定こども園、乳児院、

児童養護施設その他児童が集団生活を営む施設として、市町村が認めた

施設とする（児童福祉法施行規則第１条の２の５）。対象施設であるか

否かの認定方法は、児童の利用が想定されるものを事前に施設の種別ご

とに包括的に認める場合と、施設を個々にその都度認める場合の両方が

考えられる。 
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６ 障害福祉サービスの支給決定基準 

⑴から⑼までが介護給付、⑽から⒅までが訓練等給付、⒆及び⒇が地域相談支援

給付の対象サービス 

 

⑴ 居宅介護（身体介護・家事援助・通院等介助・通院等乗降介助） 

ア 支給量 

障害支援区分 標準基準時間（※１） 

区分１ 

世帯等状況Ａ  14時間／月 

世帯等状況Ｂ  20時間／月 

世帯等状況Ｃ  40時間／月 

区分２ 

世帯等状況Ａ  18時間／月 

世帯等状況Ｂ  25時間／月 

世帯等状況Ｃ  50時間／月 

区分３ 

世帯等状況Ａ  25時間／月 

世帯等状況Ｂ  35時間／月 

世帯等状況Ｃ  70時間／月 

区分４ 

世帯等状況Ａ  32時間／月 

世帯等状況Ｂ  45時間／月 

世帯等状況Ｃ  90時間／月 

区分５ 

世帯等状況Ａ  39時間／月 

世帯等状況Ｂ  55時間／月 

世帯等状況Ｃ 110時間／月 

区分６ 

世帯等状況Ａ  46時間／月 

世帯等状況Ｂ  65時間／月 

世帯等状況Ｃ 130時間／月 

障害児 設定なし（※２） 

 

※１ 標準基準時間 ＝ 尼崎市標準時間×世帯等状況 

・ 障害程度区分基準時間に緊急時対応時間（５時間）を加えた時間を尼

崎市標準時間とする。 

・ 世帯等の状況（世帯等状況Ａ→0.7倍、世帯等状況Ｂ→1.0倍、世帯等

状況Ｃ→2.0倍）により標準基準時間を設定する。 

・ 世帯等の状況指標は次表のとおりとする。 

 

※２ 通院等介助の支給量を同行援護の支給量に合わせた支給決定（同行援

護統合利用型）を受ける視覚障害者は、当該通院等介助に係る支給量を

居宅介護の支給量に含めた時間で標準基準時間を勘案する。 
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※３ 障害児は、勘案事項により支給量が大きく変化するため、標準基準時

間を設定しない。 

 

世帯等の状況指標 

世帯等状況 指 標 項 目 

Ａ 

○ 介護者が常時介護が出来る状態 
 

（例） 

・ 家族が終日家にいることが可能な状態であり、かつ介護者の健康状態が良好

の場合 

・ 家族やその他の介護者（ボランティアや近隣等）が終日家にいることが可能

な状態であり、かつ介護者の健康状態が良好の場合 

・ 居宅生活で介護者が確保され、その他の時間帯は日中活動系サービスを利用

し、終日介護が受けられる状況であり、かつ介護者の健康状態が良好の場合 

Ｂ ○ 世帯等状況Ａにも世帯等状況Ｃにもあてはまらない状態 

Ｃ 

○ 単身世帯（18歳未満の児童と同居を含む） 

○ 重度障害者のみの世帯 

○ 介護者が常時介護が出来ない状態 
 

（例） 

・ 介護者が１人でやむを得ない理由により週の半分以上不在で、介護ができな

い場合 

・ 介護者が１人で病気、高齢、利用者との関係等によりやむを得ない状況で、

介護ができない場合 

・ 介護者が１人で２人以上の重度障害者（児）を介護しており、他者の支援が

受けられない場合 

・ 介護者１人で１人以上の重度障害者を介護しながら、就学前の乳幼児も養育

しており、他者の支援が受けられない場合 

・ 介護者１人で１人以上の重度障害者と要介護判定を受けた者を介護してお

り、他者の支援が受けられない場合 

 

イ 支給量決定の際の勘案事項 

① 障害者等の障害支援区分又は障害の種類及び程度その他の心身の状況 

② 障害者等の介護を行う者の状況 

③ 障害者等に関する介護給付費等の受給の状況 

④ 申請に係る障害児が現に障害児通所支援又は指定入所支援を利用してい

る場合には、その利用状況 

⑤ 申請に係る障害者が現に介護保険法の規定による保険給付に係る居宅サ

ービスを利用している場合には、その利用状況 

⑥ 当該障害者等に関する保健医療サービス又は福祉サービス等（③から⑤

までを除く。）の利用の状況 

⑦ 当該障害者等又は障害児の保護者の障害福祉サービスの利用に関する意

向の具体的内容 
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⑧ 当該障害者等の置かれている環境 

⑨ 当該申請に係る障害福祉サービスの提供体制の整備の状況 

⑩ 申請に係る障害者が傷病等により通院している場合には、その状況 

 

ウ 各サービスの標準提供時間・回数 

① 身体介護 

種類 基準時間 標準提供回数 備考 

食事介助 0.5時間 ３回／日 状況により1.0時間まで可 

排泄介助 0.5時間 ３回／日 状況により1.0時間まで可 

入浴介助 1.0時間 ３回／週 全身性・銭湯1.5時間、特別な事情2.0時間 

更衣介助 0.5時間 ２回／日  

体位交換 0.5時間   

 

② 家事援助 

種類 基準時間 標準提供回数 備考 

買物 0.5時間 ２回／週 状況により1.0時間・３回／週まで可 

調理 0.5時間 ２回／週 状況により1.0時間・３回／週まで可 

掃除 0.5時間 １回／週 状況により1.0時間・３回／週まで可 

洗濯 0.5時間 １回／週 状況により1.0時間・３回／週まで可 

 

③ 通院等介助 

種類 標準提供回数 備考 

身体介護を伴う 10時間／月 医師の指示により目安時間の変更可 

身体介護を伴わない 10時間／月 医師の指示により目安時間の変更可 

通院等乗降介助 10回／月 医師の指示により目安回数の変更可 

 

エ ２人介護の定義 

２人の従業者により居宅介護を行うことについて利用者の同意を得ている

場合であって、次の①から③までのいずれかに該当する場合に利用すること

ができる。 

① 障害者等の身体的理由により１人の従業者による介護が困難と認められ
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る場合 

② 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合 

③ その他障害者等の状況等から判断して、①や②に準ずると認められる場

合 
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⑵ 重度訪問介護 

ア 支給量 

障害支援区分 標準基準時間（※１・２） 

区分４ 

世帯等状況Ａ 141時間／月（うち移動介護時間50時間／月） 

世帯等状況Ｂ 180時間／月（うち移動介護時間50時間／月） 

世帯等状況Ｃ 310時間／月（うち移動介護時間50時間／月） 

区分５ 

世帯等状況Ａ 162時間／月（うち移動介護時間50時間／月） 

世帯等状況Ｂ 210時間／月（うち移動介護時間50時間／月） 

世帯等状況Ｃ 370時間／月（うち移動介護時間50時間／月） 

区分６ 

世帯等状況Ａ 183時間／月（うち移動介護時間50時間／月） 

世帯等状況Ｂ 240時間／月（うち移動介護時間50時間／月） 

世帯等状況Ｃ 430時間／月（うち移動介護時間50時間／月） 

 

※１ 標準基準時間 ＝ 尼崎市標準時間×世帯等状況＋移動介護時間 

・ 障害程度区分基準時間を３倍し、緊急時対応時間（10時間）を加えた

時間を尼崎市標準時間とする。 

・ 世帯等の状況（世帯等状況Ａ→0.7倍、世帯等状況Ｂ→1.0倍、世帯等

状況Ｃ→2.0倍）と移動介護時間（50時間）の加算により標準基準時間

を設定する。 

・ 世帯等の状況指標は⑴のとおりとする。 

 

※２ 重度訪問介護対象者は、「重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若し

くは精神障害により行動上著しく困難を有する障害者であって常時介護

を要するもの」と規定しており、１日に３時間以上の長時間にわたり総合

的かつ断続的に介護を必要とする場合は、原則、居宅介護ではなく、重度

訪問介護を支給決定する。 

これは、居宅での介護、家事の援助、生活等に関する相談や助言その他

の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に

行う必要があり、身体介護や家事援助等の短時間の支給決定が適当では

ないためである。 

ただし、重度訪問介護対象者であっても、総合的かつ断続的な介護を必

要とせず、見守りを含まない短時間集中的な身体介護や家事援助等のみ

が行われる場合には、居宅介護を支給決定する。 

 

イ 世帯等の状況指標、支給量決定の際の勘案事項、各サービスの標準提供時

間・回数、２人介護の定義 

⑴のとおりとする。 
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⑶ 同行援護 

ア 支給量 

① 通院等介助との併給なし 

上限時間  50時間／月 

② 通院等介助との併給あり 

・ 同行援護統合利用型 

上限時間 60時間／月 

※ 通院等介助の支給量が20時間／月を超える場合は、10時間を上乗せし

た時間（70時間／月）を上限時間とする。 

・ 同行援護・通院等介助併給利用型 

上限時間（60時間－通院等介助の支給量）／月 

※ 通院等介助の支給量が20時間／月を超える場合は、（70時間－通院等

介助の支給量）／月を上限時間とする。 

 

イ ２人介護の定義 

⑴のとおりとする。 

 

⑷ 行動援護 

ア 支給量 

標準基準時間          50時間／月 

 

イ ２人介護の定義 

⑴のとおりとする。 

 

⑸ 療養介護 

基準最大支給量           31日／月 

 

⑹ 生活介護 

基準最大支給量   （当該月日数－８日）／月 

 

⑺ 短期入所 

ア 標準支給量            ７日／月 

 

イ 加算後支給量           21日／月 

※ 加算用件 

① 主介護者が入院や自宅安静、長期療養する場合（医師の診断書等が必要

な場合あり） 

② 家族に急病等が発生し、介護を行う介護者がいない場合（医師の診断書

等が必要な場合あり） 

③ 主介護者の心身状況等を勘案した際に、７日以上の支給量があれば在

宅生活が可能と認められる場合（医師の診断書等が必要な場合あり） 
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⑻ 重度障害者等包括支援 

標準基準支給量        83,040単位／月 

 

⑼ 施設入所支援 

基準最大支給量           31日／月 

 

⑽ 自立訓練（機能訓練） 

基準最大支給量   （当該月日数－８日）／月 

 

⑾ 自立訓練（生活訓練） 

基準最大支給量   （当該月日数－８日）／月 

 

⑿ 宿泊型自立訓練 

基準最大支給量           31日／月 

 

⒀ 就労移行支援 

基準最大支給量   （当該月日数－８日）／月 

 

⒁ 就労継続支援（Ａ型） 

基準最大支給量   （当該月日数－８日）／月 

 

⒂ 就労継続支援（Ｂ型） 

基準最大支給量   （当該月日数－８日）／月 

 

⒃ 就労定着支援 

基準最大支給量           31日／月 

 

⒄ 自立生活援助 

基準最大支給量           31日／月 

 

⒅ 共同生活援助 

基準最大支給量           31日／月 

 

⒆ 地域移行支援 

  基準最大支給量           31日／月 

 

⒇ 地域定着支援 

  基準最大支給量           31日／月 
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７ 障害児通所支援事業の支給決定基準 

⑴ 児童発達支援 

基準最大支給量   （当該月日数－８日）／月 

（他の障害児通所支援事業を含む） 

 

⑵ 医療型児童発達支援 

基準最大支給量   （当該月日数－８日）／月 

（他の障害児通所支援事業を含む） 

 

⑶ 放課後等デイサービス 

基準最大支給量   （当該月日数－８日）／月 

（他の障害児通所支援事業を含む） 

 

⑷ 居宅訪問型児童発達支援 

基準最大支給量           ９日／月 

（他の障害児通所支援事業の利用不可） 

※ ２日／１週を支給量とする。 

 

⑸ 保育所等訪問支援 

基準最大支給量           ３日／月 

（他の障害児通所支援事業を含まない） 

※ １日／２週を支給量とする。 


